
６．その他の留意事項 

＜ガス料金と電気料金の適用月について＞ 

 ガス・電気ともに当社とご契約のお客さまにおいては、検針のタイミングが異なることにより、ガス料

金と電気料金で、値引きが開始される請求月に差が生じる場合があります。（値引きが終了する請求月にも

同じ差が生じますので、どのお客さまにも同じ月数の値引きを適用いたします） 

お客さまの検針月は、毎月の検針票における「ガス契約明細」の「ガス検針日」及び「電気契約明細」の

「電気検針日」よりご確認ください。 

 

（例① ）ガス料金 2025 年 2 月検針分と電気料金 2025 年 1 月検針分を合算して、2025 年 2 月に請求する

場合 

ガス料金には補助金分の値引きが適用されておりますが、電気料金には適用されていません。電気料金

には 2025 年 3 月請求分（2 月検針分）以降、値引きが適用されます。 

 
（例② ）ガス料金 2025 年 2 月検針分と電気料金 2024 年 12 月検針分を合算して、2025 年 2 月に請求す

る場合 

ガス料金には補助金分の値引きが適用されておりますが、電気料金には適用されていません。電気料金

には 2025 年 4 月請求分（2 月検針分）以降、値引きが適用されます。 

  
 

＜法人・個人事業主向けのご契約について＞ 

・ ガスについて、2024 年 12 月下旬に確定する原料価格(11 月分の貿易統計値)を適用する場合「2025

年 1 月末日検針分」より 10.0 円/m3（税込み）値引き、2025 年 2 月下旬に確定する原料価格(1 月分

の貿易統計値)を適用する場合「2025 年 3 月末日検針分」において、5.0 円/m3（税込み）値引きいた

します。 

・ 高圧電気について、毎月の検針日が 1 日の場合は「2025 年 3 月 1 日検針分」から 1.3 円/kWh（税込

み）値引き、「2025 年 5 月 1 日検針分」において 0.7 円/kWh（税込み）値引きいたします。 

 

 

お客さまへの請求料金に関しては、当社窓口（下記）までお問い合わせください。 

※ お客さまが本事業による値引きを受けるにあたって、お客さまご自身でのお手続きや当社へのご連絡は

不要です。 

 

■当社窓口 

04-7125-0101 

□受付時間 月～土 8:30～17:00 （日・祝・年末年始を除く） 

以上 


